
２ フィリピン共和国 

 

（１） 商標法の動向等 
1) フィリピン共和国（以下「フィリピン」という。）では、2012 年 7 月 25 日からマ

ドリッド協定議定書が発効している。フィリピンは、マドリッド協定には加盟して

いない。2012 年 12 月 28 日現在、ROMARINで検索するとフィリピンを領域指定し

ている国際登録は登録済が 417 件（本国が日本のものは 67 件）、審査中のものを合

わせると 751 件（同 109 件）存在する。フィリピンは、マドリッド協定議定書がフ

ィリピンについて発効する以前に登録された国際登録に基づくフィリピンへの領域

指定を認めていない57。 

2) 現行フィリピン商標法（以下「商標法」という。）は、1997年6月6日に制定、1998

年1月1日に施行され、その後2008年の改正を経て、2012年6月29日にフィリピン知

的財産庁のホームページで公表されているフィリピン知的財産法第3部「商標、サ－

ビスマ－ク及び商号に関する法律」である58。現行フィリピン商標規則（以下「商標

規則」という。）は、1998年に制定され、2006年までに数回の改正を経て、2012年

8月6日に同じくフィリピン知的財産庁ホ－ムページで公表されている「商標、サー

ビスマーク、商号及びマーキングされた容器に関する規則59」である。なお、国際登

録に関しては、2012年6月13日制定、2012年7月25日発効の「マドリッド協定議定書

実施規則60」（以下「実施規則」という。）がある。 

3) 商標の国際登録出願及び国際登録の領域指定については、フィリピン知的財産庁商

標局が担当する（実施規則2規則(7)）。 

 

                                                  
57 フィリピンは、この旨のマドリッド協定議定書 14 条 5 項の宣言を行っている。WIPOホ

ームページ→IP Services→Madrid System for the International Registration of 
Marks→about Members→Declarations made by Contracting Parties of the Madrid System 
under the Agreement, the Protocol and the Common Regulations  
http://www.wipo.int/madrid/en/madridgazette/remarks/declarations.html 
58 フィリピン知的財産庁ホームページ→IP Resources→IP Code→IP Code Part III  
http://www.ipophil.gov.ph/images/IPResources/IPCodePartIII.pdf  
日本語テキストは、日本国特許庁のホームページで見ることができるが、2008 年改正法で
ある。日本国特許庁ホームページ→外国知的財産権情報→外国知的財産権制度情報→フィ
リピン→商標法 http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryou/s_sonota/fips/mokuji.htm 
59 フィリピン知的財産庁ホームページ→Trademark→Laws and IPRs 
http://www.ipophil.gov.ph/index.php/trademark/laws-and-irrs  
日本語テキストは、日本国特許庁のホームページで見ることができるが、2006 年改正法で
ある。日本国特許庁ホームページ→外国知的財産権情報→外国知的財産権制度情報→フィ
リピン→商標規則 http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryou/s_sonota/fips/mokuji.htm 
60 フィリピン知的財産庁ホームページ→Trademark→Madrid Protocol→Office Order No., 
s.139 Philippine Madrid Regulations 
http://www.ipophil.gov.ph/images/Trademark/madridprotocol/Office_Order_No._139_s._201
2,_Philippine_Regulations_Implementing_the_Protocol_Relating_to_the_Madrid_Agreeme
nt_Concerning_the_International_Registration_of_Marks.pdf 
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（２） 商標の定義 
1) 商標（Mark）は、事業者の商品又は役務を識別することができる視認可能な標章

をいい、刻印又はマーキングされた容器を含む（商標法121条121.1、商標規則100

規則(i)）。商品を識別するものが商標であり、役務を識別するものがサービスマーク

である（同上）が、以下では、すべて商標という。 

2) 団体商標 

商品又は役務の原産地その他の共通の特性を識別することができ、かつ視認でき

る標章で、登録出願において団体商標として指定されているものをいう。共通の特

性には、団体商標の権利者の管理の下にその標章を使用する個々の企業の商品又は

役務の質を含む（商標法 121 条 121.2、商標規則 100 規則(b)）。 

団体商標登録出願に際しては、当該商標を団体商標として指定し、当該団体商標

の使用について定めた協定がある場合は、その協定の写 1 通を添付する（商標法 167

条 167.2(a)）。国際登録の領域指定の場合には、国際登録の日から 2 ヵ月以内に、

フィリピン知的財産庁に直接提出しなければならない61 62（実施規則 19 規則）。 当

該協定を変更する場合は、フィリピン知的財産庁商標局長に通知する（商標法 167

条 167.2(b)）。団体標章に係る登録又は出願は、ライセンス契約の対象とすることが

できない（商標法 167 条 167.4）。 

 

（３） 方式要件 
国際登録の領域指定は、国際登録の日（事後指定の場合は事後指定の日）から、そ

の商標がフィリピンにおいて出願されていた場合と同一の法的効果を有する（実施規

則 15 規則 1 項）。 

しかし、国際登録の領域指定における方式要件についての特別の規定は設けられて

いない。出願書類（MM2）の記入に関する留意点については、以下のとおりである。 

 

出願書類（MM2）の記載 

(1)出願人・代理人 

出願人が法人である場合は事業所所在国の名称及び設立準拠法の記載が要求され

                                                  
61 団体商標の使用について定めた協定の写しの提出について、現地代理人は要求されない

と考えられる。注 7 参照。 
62 WIPOホームページ→IP Services→Madrid System for the International Registration of 
Marks→about Members→Information concerning National or Regional Procedures before 
IP Offices under the Madrid System→Philippines→Miscellaneous  
http://www.wipo.int/madrid/en/members/profiles/ph.html?part=misc。 
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る（商標法124条124.1(c)、(d)）。MM2第2欄の住所に国名を記載するとともに、(f)

欄にも記載することが望ましい。 

国内出願の場合には、出願人がフィリピン国内に住所又は事業所を有しない場合

には、代理人の選任（商標法124条124.1(e)）又はフィリピンにおける書類送達住所

の届出（商標規則302規則）が要求されるが、国際出願については不要であると考え

られる63。 

(2)マーク 

  商標の定義は、商標法 121 条 121.1、商標規則 100 規則(i)（本書（２）1)参照）記

載のとおりである。 

国内出願の商標見本については、色彩を主張しない場合は、すべてペン書のみ、

又は商標見本として十分な質の複製ができる方法により作成しなければならない。

すべての線及び署名を含む文字は、黒色とし、整った、鮮明で均質な線でなければ

ならず、また、細過ぎたり詰まり過ぎたりしてはならない。面に陰影を施すときは、

陰影部の輪郭に縁取り線を施さない（商標規則 407 規則）と規定されている。国際

出願であっても 7 欄に記載する標章は、十分に鮮明であることが望ましい。 

 (3)標準文字制度 

      国内出願の規定では、タイプした商標見本は、図案、レタリング様式、色彩、判

別記号又は通常でない句読点のように特殊な特徴を示す必要が一切ない場合は、審

査官は、商標見本として受理することができる（商標規則403規則(b)）、コンピュ

ータからのプリントアウトも、標章を正確に表現するものでなければならない旨の

要件を実質的に満たしていれば、審査官は商標見本として受理することができる（同

上）とあり、標準文字制度自体の規定はないが、標準文字も認められると考えられ

る。 

なお、日本語の漢字・片仮名・平仮名のマークについては、文字商標ではなく、

図形商標とみなされると考えられる。日本語のみからなる商標であるという事由で

は暫定拒絶とはならない64が他方、読みの音についての保護を求める場合には、別に

文字商標の出願をすることが望ましいと考えられる。 
                                                  

ent 

63 現地代理人が要求されるのは、暫定的拒絶の通報が送付された場合、登録後の使用証明

の提出の場合、登録されたライセンスの契約書を提出する場合とされている。WIPOホーム

ページ→IP Services→Madrid System for the International Registration of Marks→about 
Members→Information concerning National or Regional Procedures before IP Offices under 
the Madrid System→Philippines→Miscellaneous  
http://www.wipo.int/madrid/en/members/profiles/ph.html?part=misc。 
また、団体商標の使用について定めた協定や登録されたライセンスの契約書の提出（実施

規則 18 規則、19 規則）のように、現地代理人又は郵便送達用住所を、出願後に直接提出す

べき旨の規定も存在しない。  

64 国際登録番号 1134511「光年」。データベースROMARINの書誌画面ではNo verbal elem
foundと表示される。フィリピンでは、暫定的拒絶の通報が発行されることなく登録されて

いる。 
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(4)色彩に係る主張 

  標章の識別上の特徴として色を請求する場合は、その旨の陳述並びに請求する色

の名称及び当該色が付される標章の主要部分の表示が要求される（商標法 124 条

124.1(g)）。用いる色彩を商標見本において実際に表示することができるが、そうし

ない場合は、主張する色彩の名称を挙げ、標章においてその色彩を使用する主な部

分を示した説明を記載しなければならない（商標規則 411 規則）。 

  MM2 第 8 欄「COLOR(S) CLAIMED」の記載も必要である。 

(5)標章音訳 

標章又はその一部が外国の言葉、文字及び記号又は外国の響きを持つ場合は、当

該標章又はその一部の音訳を添付しなければならない（商標法124条124.1(j)、商標

規則415規則1項）。音訳とは、ある言語の言葉、文字及び記号の読みやスペルを、

別の言語の文字及び記号又はアルファベットで表示することをいうか、又は綴る行

為、方法又は例である（商標規則415規則2項）。 

日本語からなる標章の場合には、MM2第9欄「MISCELLANEOUS INDICATIONS」

(a)の記載が必要である。  

(6)標章の翻訳 

標章又はその一部が外国の言葉、文字及び記号又は外国の響きを持つ場合は、当

該標章又はその一部の翻訳を添付しなければならない（商標法124条124.1(j)、商標

規則415規則1項）。翻訳とは、1の言語又は表記システムを別のものへ翻訳すること

である（商標規則415規則3項）。日本語からなる標章の場合には、MM2第9欄

「MISCELLANEOUS INDICATIONS」(b)の記載が必要である。 

(7)商標が意味を持たない造語を含む場合 

  特段の規定はない。 

(8)立体商標 

立体商標の登録は認められる。出願書類で立体商標であることを記載しておかな

ければならない（商標法 124 条 124.1(h)）。MM2 の 9 欄「MISCELLANEOUS 

INDICATIONS」(d)の「Three-dimensional Mark」にチェックしておく必要がある。 

(9)団体商標 

団体商標登録出願に際しては、当該商標を団体商標として指定しなければならな

い（商標法167条167.2(a)）。必ず、MM2の第9欄「MISCELLANEOUS INDICATIONS」

(d)の「「Collective Mark、 certification mark、 or guarantee mark」にチェックをし

ておく必要がある。 

また、当該団体商標の使用について定めた協定の写しを国際登録の日から 2 ヵ月

以内に、フィリピン知的財産庁に直接提出しなければならない65（実施規則19規則）。

                                                  
65 団体商標の使用について定めた協定の写しの提出について、現地代理人は要求されない

と考えられる。注 7 参照。 
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フィリピン知的財産庁は、当該協定の写しが提出されるまでは審査を開始しない66

（同上）。 

(10)標章の記述(説明) 

特段の規定はない。 

(11)標章の称呼 

  特段の規定はない。 

(12)ディスクレーム制度 

審査において認められるので、出願時にも認められると考えられる。 

審査において、フィリピン知的財産庁は、登録することができない要素を含む標

章であってその要素が含まれていなければ登録することができるものについて、出

願人に対して当該要素を放棄（ディスクレーム）することを許可し又は要求するこ

とができる（商標法126条、商標規則608規則1項）。登録することができない事項と

しては、普通名称、複合商標における説明的事項及び商標、サービスマーク又は商

号として機能しない要素があげられている（商標規則608規則1項）。 

放棄は、放棄（ディスクレーム）した事項に関して出願人が有する放棄時又はそ

の後取得する権利に影響せず、また、放棄（ディスクレーム）した事項について識

別性が生じた場合には、別の出願により登録を取得することができる（商標法126条、

商標規則608規則2項）。 

 (13)商品及び役務 

登録を求める商品又は役務の名称を、ニース分類の区分ごとにまとめて、各々の

商品又は役務が属するニース分類の分類番号と共に表示しなければならない（商標

法 124 条 124.1(k)、商標規則 416 規則）。フィリピン知的財産庁は、ニース分類のす

べての区分の表題（headings）を受け付ける67。ただし、商品又は役務を特定する際

に広義の用語を使用することは認められない。広義の用語で商品又は役務を指定し

た外国登録に基づいて出願する出願人は、当該外国登録の対象である具体的な商品

又は役務を指定しなければならない（商標規則 417 規則）。 

(14)使用の意思の宣言 

  国内出願についても、使用の意思の宣言書の提出は求めておらず、提出を求める

共通規則 7 規則(2)に基づく宣言はしていないので、不要である68（実施規則 204 規

                                                  
66 WIPOホームページ→IP Services→Madrid System for the International Registration of 
Marks→about Members→Information concerning National or Regional Procedures before 
IP Offices under the Madrid System→Philippines→Miscellaneous  
http://www.wipo.int/madrid/en/members/profiles/ph.html?part=misc。 
67 WIPOホームページ→IP Services→Madrid System for the International Registration of 
Marks→about Members→Information concerning National or Regional Procedures before 
IP Offices under the Madrid System→Philippines→Miscellaneous  
http://www.wipo.int/madrid/en/members/profiles/ph.html?part=misc 
68 WIPOホームページ→IP Services→Madrid System for the International Registration of 
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則第 1 文）。 

ただし、国際登録日から3年以内及び国際登録日の5年後の日から1年以内並びに国

際登録を更新した場合には当該更新日の5年後の日から1年以内に、それぞれ標章の

現実の使用の宣言を、その旨の証拠を添えて、フィリピン知的財産庁に直接、提出

しなければならない69（商標法124条124.2、実施規則20規則1項、商標規則204規則）。

当該期間内に6ヵ月の期間延長を申請することができる（実施規則20条1項）。標章の

現実の使用の宣言を提出しなかった場合は、フィリピン知的財産庁商標局長は、標

章を登録簿から削除70し、その旨国際事務局に通知する（商標法124条124.2、商標

規則204規則、実施規則20規則1項）。 

                                                                                                                                                 

(15)その他 

国内出願については、パリ条約に基づく優先権を主張する場合には、出願におい

て優先権主張を行うとともに、優先権を主張する先の出願の出願国、出願日、出願

番号等の記載が要求される（商標法 124 条 124.1(f)、商標規則 400 規則(f)）が、審査

中に優先権を主張する先の出願の認証謄本の提出が要求される（商標規則 618 規則）

のみである。国際登録の領域指定については、議定書 4 条 2 項71に基づき、証明書類

 
Marks→about Members→Declarations made by Contracting Parties of the Madrid System 
under the Agreement、the Protocol and the Common Regulations 
http://www.wipo.int/madrid/en/madridgazette/remarks/declarations.html 
69 WIPOホームページ→IP Services→Madrid System for the International Registration of 
Marks→about Members→Information concerning National or Regional Procedures before 
IP Offices under the Madrid System→Philippines→Miscellaneous(Maintenance 
Requirement)  http://www.wipo.int/madrid/en/members/profiles/ph.html?part=misc 
70 実施規則 20 規則 1 項の記載。国際登録簿への登録は、フィリピンへの国際登録の領域指

定がされている範囲において、その内容がフィリピン国内登録簿への登録されている場合

と同一の効力を有する（実施規則 18 規則）ので、登録されている場合と同一の効力が失わ

れるという意味であると思われる。 
71 議定書 4 条 2 項「すべての国際登録について、その名義人は、工業所有権の保護に関す

るパリ条約第 4 条Ｄに定める手続に従うことを要することなく、同条に定める優先権を有

する。」 
パリ条約第 4 条 D 
「(1) 最初の出願に基づいて優先権を主張しようとする者は、その出願の日付及びその出願

がされた同盟国の国名を明示した申立てをしなければならない。各同盟国は、遅くともい

つまでにその申立てをしなければならないかを定める。 
(2) (1)の日付及び国名は、権限のある官庁が発行する刊行物(特に特許及びその明細書に関

するもの)に掲載する。 
(3) 同盟国は、優先権の申立てをする者に対し、最初の出願に係る出願書類(明細書、図面

等を含む。)の謄本の提出を要求することができる。最初の出願を受理した主管庁が認証し

た謄本は、いかなる公証をも必要とせず、また、いかなる場合にも、後の出願の日から 3
箇月の期間内においてはいつでも、無料で提出することができる。その謄本には、その主

管庁が交付する出願の日付を証明する書面及び訳文を添付するよう要求することができる。 
(4) 出願の際には、優先権の申立てについて他の手続を要求することができない。各同盟国

は、この条に定める手続がされなかった場合の効果を定める。ただし、その効果は、優先

権の喪失を限度とする。 
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の提出は不要であり、国際出願MM2 第 6 欄「PRIORITY CLAIMED」の記載でよいと

考えられる。また、事後の認証謄本の提出も要求されないと考えられる。 

                                                                                                                                                  
(5) 出願の後においては、他の証拠書類を要求することができる。 
最初の出願に基づいて優先権を主張する者は、その最初の出願の番号を明示するものとし、

その番号は、(2)に定める方法で公表される。」 
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（４） 審査 
 ① 実体審査の概略 

   実体審査の概略の流れは次のとおりである。 
【フィリピン知的財産庁】 【第三者】

拒絶理由がない場合

拒絶が確定した場合

拒絶理由がないことが確定した場合

拒絶が確定した場合

拒絶理由がないことが確定した場合

拒絶が確定した場合

異議棄却が確定した場合

拒絶が確定した場合

異議棄却が確定した場合

　
拒絶が確定した場合

異議申立がない場合・異議棄却の場合

拒絶が確定した場合

（司法裁判所）

共通規則18規則の3(4)/19規則(1)

異議申立が
ない場合

異議決定

異議決定異議決定

領域指定の通知
日から18ヵ月以内

フィリピン商標公報への
公告から30日以内

異議申立

フィリピン知的財産
庁商標局長への

不服申立

審査官の決定

暫定的拒絶の
通報

フィリピン
知的財産庁長官
への不服申立

フィリピン知的財産
庁長官の決定

拒絶査定

フィリピン商標公
報に公告

フィリピン知的財産
庁商標局長の決定

領域指定の通知
日から18ヵ月以内

（延長有り）

拒絶理由がある場合

保護の確定

応答

フィリピン
知的財産庁長官
への不服申立

フィリピン知的財産
庁長官の決定

保護認容声明保護認容声明

暫定的拒絶の
通報

異議手続

処分の確定処分確定通知処分確定通知

保護拒絶の確定
声明

保護拒絶の確定
保護拒絶の確定

声明

裁判所への不服
申立

判決

【出願人】 【国際事務局(WIPO)】

領域指定通知の
受領

暫定的拒絶の
通報

暫定的拒絶の
通報

拒絶理由
の審査

国際登録出願
（事後指定）

国際登録・公告

国際登録の領域
指定の通知

応答
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1) 国際登録の領域指定は、国際登録の日（事後指定の場合は事後指定の日）から、  

その商標がフィリピンにおいて出願されていた場合と同一の法的効果を有する（実

施規則 15 規則 1 項）。 

2) フィリピン知的財産庁は、国際登録の領域指定の通知を受領した場合には、商標法

及び商標規則に基づき実体審査を行う（実施規則 9 規則、商標法 133 条 133.1）。フ

ィリピン知的財産庁は、絶対的拒絶理由と相対的拒絶理由の両方について審査する72。 

3) フィリピン知的財産庁は、国際登録の領域指定にかかる商標は、フィリピンでは商

標法及び商標規則に基づき保護できないと判断したときは、マドリッド協定議定書

及び共通規則に従って、マドリッド協定議定書 5 条(2)(b)に定める暫定的拒絶の通報

の期限73内に、国際事務局に暫定的拒絶の通報を送付する（実施規則 10 規則）。 

4) フィリピン知的財産庁が実体審査を終了し、国際登録の領域指定の保護が認められ

る場合は、当該商標は、異議申立のために、フィリピン知的財産庁の商標公報（以

下「商標公報」という。）で公告される（実施規則 9 規則 2 文、商標法 133 条 133.2、

商標規則 700 規則）。 

5) 国際登録の領域指定が商標公報に公告された日から 30 日以内に、フィリピンにお

ける国際登録の領域指定の保護について、異議申立ができる74（商標法 134 条）。異

議申立があったときは、フィリピン知的財産庁は、マドリッド協定議定書及び共通

規則に従って、マドリッド協定議定書 5 条(2)(c)に定める暫定的拒絶の通報の期限75

内に、国際事務局に暫定的拒絶の通報を送付する（実施規則 11 規則）。暫定的拒絶

                                                  
72 WIPOホームページ→IP Services→Madrid System for the International Registration of 
Marks→about Members→Information concerning National or Regional Procedures before 
IP Offices under the Madrid System→Philippine→As Designated Office 
http://www.wipo.int/madrid/en/members/profiles/ph.html?part=designated 
73 フィリピンはマドリッド協定議定書 5 条(2)(b)の宣言をしているので、暫定的拒絶の通報

の期限は、国際登録の領域指定の通知日から 18 ヵ月以内である。WIPOホームページ→IP 
Services→Madrid System for the International Registration of Marks→about 
Members→Declarations made by Contracting Parties of the Madrid System under the 
Agreement、 the Protocol and the Common Regulations 
http://www.wipo.int/madrid/en/madridgazette/remarks/declarations.html 
74 WIPOホームページ→IP Services→Madrid System for the International Registration of 
Marks→about Members→Information concerning National or Regional Procedures before 
IP Offices under the Madrid System→Philippine→As Designated Office 
http://www.wipo.int/madrid/en/members/profiles/ph.html?part=designated 
75 フィリピンはマドリッド協定議定書 5 条(2)(c)の宣言をしているので、暫定的拒絶の通報

の期限は、国際登録の領域指定の通知日から 18 ヵ月以内又は当該期間内に 18 ヵ月の期間

満了後に異議申立の可能性がある旨通知されている場合には、異議申立期間開始から 7 ヵ

月以内で、かつ異議申立期間満了後 1 ヵ月以内である。WIPOホームページ→IP 
Services→Madrid System for the International Registration of Marks→about 
Members→Declarations made by Contracting Parties of the Madrid System under the 
Agreement、 the Protocol and the Common Regulations 
http://www.wipo.int/madrid/en/madridgazette/remarks/declarations.html 
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の通報は、国際事務局から国際登録の名義人に送付される（共通規則 17 規則(4)）。 

                                                 

6) 異議申立のための公告を含むフィリピン知的財産庁におけるすべての手続が終了

し、国際登録の領域指定にはフィリピンにおいて保護が拒絶されるべき理由がない

と判断したときは、フィリピン知的財産庁は、可及的すみやかに、かつ、マドリッ

ド協定議定書 5 条(2)の暫定的拒絶の通報の期間76内に、国際事務局に、当該国際登

録の領域指定に保護が与えられる旨の保護認容声明を送付し（実施規則 12 規則、共

通規則 18 規則の 3(1)）、当該声明は、国際事務局から、国際登録の名義人に通知さ

れる（共通規則 18 規則の 3(5)）。 

7)  暫定的拒絶の通報が送付された場合、国際登録の名義人には、国内出願の場合と

同一の救済が認められる（実施規則10規則、11規則最終文）。具体的には、国際登

録の名義人は、応答又は出願の補正をするためにフィリピン知的財産庁が暫定的拒

絶の通報を発送した日から2ヵ月の期間を与えられ、その後出願は再審査される77（商

標規則610規則、612規則、616規則）。当該2ヵ月の期間は、当該期間内に申請して

所定の手数料を支払えば、更に2ヵ月延長される78（商標規則610規則、616規則）。

ただし、いかなる場合も4ヵ月を超えることはできない（商標法133条133.1、商標規

則610規則、616規則）。異議申立の場合には、審理の日が通知される（商標法135

条133.5）ので、答弁書を提出しなければならない79。 

    国際登録の名義人が所定の期間内に応答しなかった場合は、国際登録の領域指定

は、当該期間の末日の翌日付で放棄されたものとみなされる（商標規則614規則）。 

8) フィリピン知的財産庁の審査又は異議に基づく暫定的拒絶の通報が国際事務局に

送付された場合において、 フィリピン知的財産庁におけるすべての手続が終了し、

国際登録の領域指定の全部又は一部の保護が確定し、又は全部の保護の拒絶が確定し

た場合には、フィリピン知的財産庁は、その旨国際事務局に通知する（実施規則13

規則1項、2項、共通規則18規則の3(2)、(3)）。当該通知は、国際事務局から、国際登

録の名義人に通知される（共通規則18規則の3(5)）。 

 

 

76 フィリピンは、暫定的拒絶の通報の送付期間を国際登録の領域指定の通知の日から 18 ヵ

月とするマドリッド協定議定書 5 条(2)(b)の宣言をしている。また、フィリピンは、当該 18
ヵ月の期間経過後に異議申立に基づく暫定的拒絶の通報の送付が認められるマドリッド協

定議定書5条(2)(c)の宣言もしている。WIPOホームページ→IP Services→Madrid System for
the International Registration of Marks→about Members→Declarations made by 
Contracting Parties of the Madrid System under the Agreement、 the Protocol and the 
Common Regulations 
http://www.wipo.int/madrid/en/madridgazette/remarks/declarations.html 
77 WIPOホームページ→IP Services→Madrid System for the International Registration of 
Marks→about Members→Information concerning National or Regional Procedures before 
IP Offices under the Madrid System→Philippines→As Designated Office 
http://www.wipo.int/madrid/en/members/profiles/ph.html?part=designated 
78 同上。 
79 同上。 
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 ② 審査内容 

フィリピン知的財産庁は、絶対的拒絶理由と相対的拒絶理由の両方について審査す

る80（商標法 123 条、商標規則 101 規則）。 

 

 ③ 暫定的拒絶通報の期間 

   フィリピン知的財産庁は、国際登録の領域指定の通知の日から 18 ヵ月以内に国際事

務局に暫定的拒絶の通報を送付する（マドリッド協定議定書 5 条(2)(b)）。 

なお、マドリッド協定議定書 5 条(2)(c)の宣言を行っている81ので、異議に基づく拒

絶の可能性が通知されている場合には、18 カ月の暫定的拒絶の通報の期間経過後であ

っても拒絶される可能性は残っている。 

 

 ④ 絶対的拒絶理由の内容 

次の標章については、登録を受けることができない（商標法123条123.1、商標規則

101規則）。  

ただし、(7)、(8)及び(9)の標章は、フィリピンにおいて商業上使用された結果として

登録を求める商品との関連において識別性を有するに至った場合には登録することが

できる（商標法123条123.2）。 

(1) 反道徳的、欺瞞的若しく中傷的な事項、又は個人（生死を問わない）、団体、信

条若しくは国の象徴を傷付けもしくはそれらとの関係を誤認させ、又はそれらを侮

辱し若しくは信用を失墜させるおそれがある事項からなる標章（商標法123.1(a)、商

標規則101規則(a)）。 

(2) フィリピン若しくはその行政区域又は外国の国旗、紋章その他の記章、又はそれ

らに類似したものからなる標章（商標法123.1(b)、商標規則101規則(b)）。 

(3) 生きている特定の個人の氏名、肖像若しくは署名、又は未亡人の生存中の故人で

あるフィリピン大統領の氏名、署名若しくは肖像からなる標章（本人又は未亡人の

書面による同意を得ている場合を除く）（商標法123.1(c)、商標規則101規則(c)） 

(4) 特に商品又は役務の性質、品質、特性又は原産地について、公衆を誤認させるお

それがある標章（商標法123.1(g)、商標規則101規則(g)）。なお、地理的表示とは、

特定の商品がある国の領域又は当該領域内の地域若しくは地方の原産品であること

                                                  
80 WIPOホームページ→IP Services→Madrid System for the International Registration of 
Marks→about Members→Information concerning National or Regional Procedures before 
IP Offices under the Madrid System→Philippine→As Designated Office 
http://www.wipo.int/madrid/en/members/profiles/ph.html?part=designated 
81 WIPOホームページ→IP Services→Madrid System for the International Registration of 
Marks→about Members→Declarations made by Contracting Parties of the Madrid System 
under the Agreement、 the Protocol and the Common Regulations 
http://www.wipo.int/madrid/en/madridgazette/remarks/declarations.html 
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を識別する表示であって、当該商品の品質、評判又はその他の特性が基本的に当該

原産地に帰される場合をいう（商標規則101規則(g)）。  

(5) 指定商品又は役務について一般的な標章のみからなる標章（商標法123.1(h)、商標

規則101規則(h)） 

(6) 日常会話又は商慣習上商品又は役務を示すために通例又は普通になっている標章

又は表示のみからなる標章（商標法123.1(i)、商標規則101規則(i)）  

(7) 商品又は役務の種類、品質、数量、用途、価格、原産地、商品の製造又は役務の

提供の時期その他の特性を示すために商業上用いられる標章又は表示のみからなる

標章（商標法123.1(j) 、商標規則101規則(j)） 

(8) 技術的要因、商品自体の性質又は商品固有の価値を与える要素により必要とされ

る形状からなる標章（商標法123.1(k) 、商標規則101規則(k)） 

(9) 色彩のみからなる標章。形状とともに定義される場合はこの限りでない（商標法

123.1(l) 、商標規則101規則(l)）。  

(10) 公の秩序又は善良の風俗に反する標章（商標法123.1(m) 、商標規則101規則(m)）  

 

 ⑤ 相対的拒絶理由の内容 

次の標章については、登録を受けることができない（商標法123条123.1、商標規則

101規則）。 

(1) 次の何れかに係る、他人が所有する登録商標又は先の出願日若しくは優先日を有

する標章と同一の標章（商標法123条123.1(d)、商標規則101規則(d)）  

(a) 同一の商品又は役務 

(b) 密接に関連する商品又は役務 

(c) 誤認混同を生じさせる程類似している標章 

(2) フィリピンにおいて登録されているか否かを問わず、フィリピンの権限のある当

局により出願人以外の者の標章として国際的に及びフィリピンにおいて広く認識さ

れていると認められた標章と同一であるか若しくは混同を生じさせる程に類似して

いるか又はそのような標章の翻訳であって、かつ、同一又は類似の商品又は役務に

使用する標章（商標法123条123.1(e)、商標規則101規則(e)）。 

標章が広く認識されているか否かを決定するに当たっては、一般公衆の有する知

識ではなく、関連する分野の公衆の有する知識（当該標章の普及活動の結果として

獲得されたフィリピンにおける知識を含む）を考慮する（同上）。  

(3) (2)において広く認識されていると認められ、かつ、非類似の商品又は役務につい

てフィリピンにおいて登録されている標章と同一であるか若しくは混同を生じさせ

る程に類似しているか又はそのような標章の翻訳である標章（商標法123条123.1(f)、

商標規則101規則(f)）。ただし、当該標章の使用が、当該非類似の商品又は役務と当

該登録商標権者との間の関連性を示唆し、かつ、当該商標権者の利益が害される場
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合に限る（同上）。 

 
(2)において標章が広く認識されているか否かを決定するに当たり、次の基準の1

又はこれらの組合せを考慮する（商標規則102規則）。 

(a) 標章が使用された期間、範囲及び地理的区域。特に、標章が使用される商品又

は役務の展示会又は博覧会における発表、広告又は宣伝を含む標章の販売促進活

動の期間、範囲及び地理的区域 

(b) 標章が使用される商品又は役務のフィリピン及び他の国における市場占有率  

(c) 標章に固有の又は獲得された識別性の度合  

(d) 標章が獲得した品質についてのイメージ又は名声 

(e) 標章が世界で登録されている範囲  

(f)  世界における標章の登録の排他性  

(g) 標章が世界で使用されている範囲  

(h) 世界における標章の使用の排他性  

(i) 世界における標章の商業的価値  

(j) 標章に係わる権利が有効に保護された記録  

(k) 標章が周知標章であるか否かの争点を扱う訴訟の結果、及び  

(l) 当該商標権者以外の者により同一又は類似商品又は役務について有効に登録さ

れ又は使用されている同一の又は類似の標章の有無  

 

（５）暫定的拒絶通報を受領した場合の国際登録出願名義人の応答手続 
 ① 暫定的拒絶通報の見本と翻訳、内容の説明（使用言語）、全部拒絶/一部拒絶の取扱い 

1) フィリピン知的財産庁からの国際登録出願及び国際事務局への通信は英語による

82こととされており（実施規則 4 規則）、暫定的拒絶の通報も英語でなされる。 

2) 暫定的拒絶の通報は、商標規則 614 規則、実施規則 13 規則 1 項では、全部拒絶の

みとも読める。すなわち、一部拒絶が認められていれば、一部拒絶の暫定的拒絶の

通報は撤回されなくとも、一部保護が認められると考えられるが、実施規則 13 規則

1 項では、保護は、暫定的拒絶の通報の全部又は一部の撤回の場合にのみ認められる。

したがって、暫定的拒絶通報に応答しない場合及び不十分な応答の場合には出願自

体が放棄とみなされる可能性があるので注意が必要である。 
暫定的拒絶の通報の例には、拒絶の詳細として全部拒絶と一部拒絶の欄があるが、

単に拒絶対象の商品及び役務を表示したのみで、表示は一部拒絶であっても応答し

ない場合及び不十分な応答の場合には、商標規則 614 規則、実施規則 13 規則 1 項に

                                                  
82 WIPOホームページ→IP Services→Madrid System for the International Registration of 
Marks→about Members→Information concerning National or Regional Procedures before 
IP Offices under the Madrid System→Philippine→As Office of Origin  
http://www.wipo.int/madrid/en/members/profiles/ph.html?part=origin 
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従い、国際登録の領域指定の全部が拒絶されると考えられる。 

  3) 暫定的拒絶の通報の例は次のとおりである。 

 

（注記）2013.01.05 現在、WIPO ROMARIN データベースにおいて、暫定的拒絶の通報の

存在は確認できない。なお、掲載した暫定拒絶通報の様式はドラフト版であり、実際にフ

ィリピン知的財産庁から送付する際には、当該様式が変更されている可能性がある。 
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上から順に、 
・国際登録番号 
・国内出願番号、出願日 
・出願人 
・商標 
・担当部局、審査官 

受取人の表示 

フィリピン知的財産庁の表

示： 商標局の住所、電話番

号、ウェブサイトの記載 

異議による拒絶の場合、ここ

にチェック。 

職権による拒絶の場合に、チ

ェック。先行商標があるとき

は内容を添付付属書に表示。

暫定拒絶通報 

職権により、又は異議によ

り、拒絶と判断される場合に

発行される様式である旨の、

記載。全ての手続完了後に国

際事務局に最終結果を通知。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

異議の詳細説明。 
全部拒絶か一部拒絶をチェ

ック。一部拒絶では対象商品

又は役務を表示。 

・出願人、出願番号、出願日、

国際登録番号、商標、審査官

名を明記のこと。 

・応答は、商標局長宛。 

・通報の郵送日から２ヵ月以

内に応答しない場合、又は不

完全な応答の場合には、拒

絶。ただし、所定の手数料の

支払いにより、２ヵ月延長が

１回可能。 
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・国際登録日から、３年以内

に、使用宣言書を証拠と手数

料を添えて提出する義務。当

該期間は、所定の手数料を払

えば、６ヵ月の延長可。 

 
 
 
 
 担当審査官の名前、役職 

 
 

監督審査官の名前、役職  
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② 暫定的拒絶通報への応答期間 

1) 暫定的拒絶の通報が送付された場合、国際登録の名義人には、国内出願の場合と同

一の救済が認められる（実施規則 10 規則、11 規則最終文）。具体的には、国際登録

の名義人は、応答又は出願の補正をするためにフィリピン知的財産庁が暫定的拒絶

の通報を発送した日から 2 ヵ月の期間を与えられ、その後出願は再審査される83（商

標規則 610 規則、612 規則、616 規則）。当該 2 ヵ月の期間は、当該期間内に申請し

て所定の手数料を支払えば、更に2ヵ月延長される84（商標規則610規則、616規則）。

ただし、いかなる場合も 4 ヵ月を超えることはできない（商標法 133 条 133.1、商標

規則 610 規則、616 規則）。異議申立の場合には、審理の日が通知される（商標法 135

条）。答弁書を提出しなければならない85。 

2) 国際登録の名義人が所定の期間内に応答しなかった場合は、国際登録の領域指定は、

当該期間の末日の翌日付で放棄されたものとみなされる（商標規則 614 規則）。放棄

とされた国際登録の領域指定は、その放棄の日から 3 ヵ月以内に、応答できなかっ

たことが、不正行為を受けたこと、事故、錯誤又は免責可能な過失によるものであ

ることを証明し、かつ、所定の手数料を納付する場合は、回復することができる86（商

標法 133 条 133.4、商標規則 615 規則）。 

 

③ 現地代理人の必要性の有無 

暫定的拒絶の通報に応答するためには、国際登録の名義人がフィリピン国内に住所

又は事業所を有しない場合には、代理人の選任（商標法124条124.1(e)）又はフィリピ

ンにおける書類送達住所の届出（商標法125条、商標規則302規則）が要求される。現

実的には、フィリピンに事務所を有する代理人を選任することになると考えられ、

WIPOのホームページにおけるフィリピンに関する情報では現地代理人が必要と記載

されている87。 

  

④ 国際登録出願名義人本人が現地代理人なしでできる手続 

                                                  
83 WIPOホームページ→IP Services→Madrid System for the International Registration of 
Marks→about Members→Information concerning National or Regional Procedures before 
IP Offices under the Madrid System→Philippines→As Designated Office 
http://www.wipo.int/madrid/en/members/profiles/ph.html?part=designated 
84 同上。 
85 同上。 
86 同上。 
87 現地代理人が要求されるのは、暫定的拒絶の通報が送付された場合、登録後の使用証明

の提出の場合、登録されたライセンスの契約書を提出する場合とされている。WIPOホーム

ページ→IP Services→Madrid System for the International Registration of Marks→about 
Members→Information concerning National or Regional Procedures before IP Offices under 
the Madrid System→Philippines→Miscellaneous  
http://www.wipo.int/madrid/en/members/profiles/ph.html?part=misc。  
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   名義人本人が指定商品・役務の補正手続を行うことができる場合は、その方法、様

式、提出先等 

    

(1) WIPOホームページにおける情報では、フィリピンでは、暫定的拒絶の通報に対す

る応答について、現地代理人の選任が要求されるとされている88が、商標法、商標規

則上は、フィリピンにおける書類送達住所の届出（商標法 125 条、商標規則 302 規

則）が要求されるのみである。商標規則 303 規則は、「標章の所有者は、自己が登

録出願を遂行するか又は代理人若しくは庁によって当該事項を処理する権限を与え

られたその他の者に代理させることができる。」としている。 

  (2) 仮に、現地代理人なしでの手続きが可能であるとすると、暫定的拒絶の通報が送

付された場合、国際登録の名義人には、国内出願の場合と同一の救済が認められる

（実施規則 10 規則、11 規則最終文）。具体的には、 

   (a) 権利の部分放棄（ディスクレーム）（商標規則 608 規則 3 項）。ただし、フィリ

ピン知的財産庁からの処分通知に応答しない場合には、審査官の決定が確定し、

当該登録不能の事項について権利の部分放棄がなされる。 
   (b) 審査官との面接（商標規則 609 規則） 

   (c) 補正と共に、又は補正なしで行う応答（商標規則 610 規則） 

   (d) 補正（商標規則 620 条） 

  

 ⑤ 暫定的拒絶通報に対しフィリピン知的財産庁に直接応答しない場合又は直接応答後

も拒絶理由が解消しない場合の拒絶確定までの概略 

  1) 暫定的拒絶の通報に応答しない場合 

    国際登録の名義人が所定の期間内に応答しなかった場合は、国際登録の領域指定

は、当該期間の末日の翌日付でその全部が放棄されたものとみなされる（商標規則

614規則）。放棄とされた国際登録の領域指定は、その放棄の日から3ヵ月以内に、

応答できなかったことが、不正行為を受けたこと、事故、錯誤又は免責可能な過失

によるものであることを証明し、かつ、所定の手数料を納付する場合は、回復する

ことができる89（商標法133条133.4、商標規則615規則）。 

    フィリピン知的財産庁の審査又は異議に基づく暫定的拒絶の通報が国際事務局に

送付された場合において、 期間内に応答することなく当該国際登録の領域指定が放

                                                  
88 現地代理人が要求されるのは、暫定的拒絶の通報が送付された場合、登録後の使用証明

の提出の場合、登録されたライセンスの契約書を提出する場合とされている。WIPOホーム

ページ→IP Services→Madrid System for the International Registration of Marks→about 
Members→Information concerning National or Regional Procedures before IP Offices under 
the Madrid System→Philippines→Miscellaneous  
http://www.wipo.int/madrid/en/members/profiles/ph.html?part=misc。  

89 この手続についても、現地代理人は要求されないと考えられる。注 32 参照。 
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棄された場合には、フィリピン知的財産庁におけるすべての手続が終了後、全部の

保護の拒絶が確定するので、フィリピン知的財産庁は、その旨国際事務局に通知す

る（実施規則13規則2項、共通規則18規則の3(3)）。当該通知は、国際事務局から、

国際登録の名義人に通知される（共通規則18規則の3(5)）。 

 

  2) 直接応答後も拒絶理由が解消しない場合 
    審査官は、最初の又はその後の再審査又は再審理に基づいて、国際登録の領域指

定の保護の拒絶が確定した旨を言い渡すことができる（商標規則613規則）。審査官

の決定についてはフィリピン知的財産庁商標局長への不服申立（商標規則、613規則、

1102規則）が可能であり、フィリピン知的財産庁商標局長の決定については、フィ

リピン知的財産庁長官への不服申立（商標規則1108規則）が可能である。 

異議申立についての決定は、フィリピン知的財産庁法務部が行い、法務部の決定

については、フィリピン知的財産庁長官への不服申立が可能である（実施規則13規

則2項）。 

フィリピン知的財産庁から審査又は異議に基づく暫定的拒絶の通報が国際事務局

に送付された場合において、フィリピン知的財産庁におけるすべての手続が終了し、

フィリピン知的財産庁が暫定的拒絶の通報による国際登録の領域指定の全部の拒絶

を確認すると判断した場合には、国際登録の領域指定の全部の保護の拒絶が確定し、

フィリピン知的財産庁は、その旨国際事務局に通知する（実施規則13規則2項、共通

規則18規則の3(3)）。当該通知は、国際事務局から、国際登録の名義人に通知される

（共通規則18規則の3(5)）。 

 

  3) 暫定的拒絶の通報に直接応答することに代えて国際事務局に商品又は役務の限定

の申請をした場合 

 

国際登録の領域指定の指定商品又は役務の全部又は一部が限定された場合には、

フィリピンにおいても、商品又は役務の限定とみなされると考えられる（実施規則

18 規則）ので、暫定的拒絶の通報に記載された拒絶理由が解消していれば、登録は

認められると考えられるが、確実の応答期限内に商品又は役務を変更するためには、

直接応答することが望ましい。 

 
（６） 拒絶理由解消後又は拒絶理由が存在しない場合の登録までの概略 
  1) フィリピン知的財産庁の審査又は異議に基づく暫定的拒絶の通報が国際事務局に

送付された場合において、フィリピン知的財産庁におけるすべての手続が終了し、

国際登録の領域指定の全部又は一部の保護が確定した場合には、フィリピン知的財

産庁は、その旨国際事務局に通知する（実施規則13規則1項、共通規則18規則の3(2)）。
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当該通知は、国際事務局から、国際登録の名義人に通知される（共通規則18規則の

3(5)）。 

2) 異議申立のための公告を含むフィリピン知的財産庁におけるすべての手続が終了

し、国際登録の領域指定にはフィリピンにおいて保護が拒絶されるべき理由がない

と判断したときは、フィリピン知的財産庁は、可及的すみやかに、かつ、マドリッ

ド協定議定書 5 条(2)の暫定的拒絶の通報の期間90内に、国際事務局に、当該国際登

録の領域指定に保護が与えられる旨の保護認容声明を送付し（実施規則 12 規則、共

通規則 18 規則の 3(1)）、当該声明は、国際事務局から、国際登録の名義人に通知さ

れる（共通規則 18 規則の 3(5)）。 

 

（７） 登録 
① 登録簿 

  国際登録の領域指定については、国内登録簿への登録は行われないと考えられる。

実施規則には、登録するかしないかについての明文の規定はないが、国際登録簿へ

の登録は、フィリピンへの国際登録の領域指定がされている範囲において、その内

容がフィリピン国内登録簿への登録されている場合と同一の効力を有する（実施規

則 18 規則）ので、二重の登録の必要性は認められない91。 

 

 ② 登録証書の発行 

   国内登録の場合には、法務局長は、異議申立の対象として出願を公告したフィリ

ピン商標公報の発行日から 2 ヵ月以内に、当該出願に係る商標の登録証を発行する

（商標規則 703 規則(a)）。商標の登録証は、当該登録の有効性、当該標章についての

登録人の所有権、並びに登録証に記載された商品又は役務及びこれらに関係する商

品又は役務に関連して当該標章を使用する登録人の排他的権利に係る一応の証拠で

ある。 

                                                  

 

90 フィリピンは、暫定的拒絶の通報の送付期間を国際登録の領域指定の通知の日から 18 ヵ

月とするマドリッド協定議定書 5 条(2)(b)の宣言をしている。また、フィリピンは、当該 18
ヵ月の期間経過後に異議申立に基づく暫定的拒絶の通報の送付が認められるマドリッド協

定議定書5条(2)(c)の宣言もしている。WIPOホームページ→IP Services→Madrid System for
the International Registration of Marks→about Members→Declarations made by 
Contracting Parties of the Madrid System under the Agreement、 the Protocol and the 
Common Regulations 
http://www.wipo.int/madrid/en/madridgazette/remarks/declarations.html 
91 暫定的拒絶の通報の例によれば、国際登録の領域指定には、国内出願の出願番号、出願

日が記載されており、事務処理用に国内登録簿に登録されている可能性があるが、法律上

の効力は生じないと考えられる。たとえば、使用証明の提出がない場合には、登録が抹消

されるとなっている（実施規則 20 規則）が、国内登録が抹消されても国際登録の領域指定

は、国際事務局への通知と国際登録簿への登録により効力を生じることになる（実施規則

18 規則）。 
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国際登録の領域指定については、登録証についての、特段の規定はない（実施規

則 12 規則）。 

国際登録の領域指定については、国内登録簿にも登録されないと考えられるので、

登録証も発行されないと考えられる。 

 

（８） 登録後の注意事項 
1) 使用証明92 

(a) 国際登録の名義人は、国際登録日から3年以内に、当該標章の現実の使用を宣言

する書面をその証拠を添付して、フィリピン知的財産庁に直接提出しなければな

らない（商標法124条124.2、実施規則20規則1項）。国際登録の名義人は、当該3

年の期間内に、現実の使用の提出期限を6ヵ月延長することを申請することができ

る（実施規則20規則1項）。現実の使用は延長された6ヵ月の期間内に開始されれば

よいが、6ヵ月以上の延長は認められない（同上）。 

現実の使用の宣言の提出には、フィリピン国内に事務所を有する代理人を選任

しなければならない93。 

提出しなかった場合は、フィリピン知的財産庁は、当該国際登録の領域指定の

保護を拒絶し又は当該標章を登録簿94から削除し、国際事務局にその旨通知する

（商標法124条124.2、実施規則20規則1項、共通規則18規則の3(4)）。当該通知は、

国際事務局から国際登録の名義人に通知される（共通規則18規則の3(5)）。 

   (b) 国際登録の名義人は、国際登録日または国際登録の更新日の5年後の日から1年

以内に、商標規則95に従い、現実の使用の宣言とその証明、又は使用ができないこ

とについての正当な理由を示さなければならない（商標法145条、実施規則20規則

2項）。審査官は、現実の使用の宣言書又は不使用の理由書を受領してから1ヵ月

以内に、これについて承認又は不承認等の処分を登録人に通知する（商標規則801

規則）。 
                                                  
92 WIPOホームページ→IP Services→Madrid System for the International Registration of 
Marks→about Members→Information concerning National or Regional Procedures before 
IP Offices under the Madrid System→Philippines→Miscellaneous(Maintenance 
Requirement)  http://www.wipo.int/madrid/en/members/profiles/ph.html?part=misc 
93 現地代理人が要求されるのは、暫定的拒絶の通報が送付された場合、登録後の使用証明

の提出の場合、登録されたライセンスの契約書を提出する場合とされている。WIPOホーム

ページ→IP Services→Madrid System for the International Registration of Marks→about 
Members→Information concerning National or Regional Procedures before IP Offices under 
the Madrid System→Philippines→Miscellaneous  
http://www.wipo.int/madrid/en/members/profiles/ph.html?part=misc。  

94 実施規則 20 規則 1 項の記載。国際登録簿への登録は、フィリピンへの国際登録の領域指

定がされている範囲において、その内容がフィリピン国内登録簿への登録されている場合

と同一の効力を有する（実施規則 18 規則）ので、登録されている場合と同一の効力が失わ

れるという意味であると思われる。 
95 商標規則 801 規則から 805 規則等 
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現実の使用の宣言とその証明を提出しなかった場合または現実の使用の宣言書

又は不使用の理由書が承認されなかった場合は、フィリピン知的財産庁は、当該

国際登録の領域指定の保護を拒絶し又は当該標章を登録簿96から削除し、国際事務

局にその旨通知する（商標法124条124.2、実施規則20規則2項、共通規則18規則の

3(4)）。当該通知は、国際事務局から国際登録の名義人に通知される（共通規則18

規則の3(5)）。 

   (c) 現実の使用の宣言は、国際登録の領域指定97毎に宣誓されなければならず、国

際登録の名義人の名称及び住所、標章を付した商品名、商品の販売又は役務の提

供がされている正確な場所、登録商標のフィリピンでの現実の使用を示す十分な

事実及びその性質を明記する（商標規則205規則）。また、商品に実際に使用して

いる、標章が明確に表示されたラベル5枚又は容器の写真を提出し、所定の手数料

を支払わなければならない（同上）。 

(d) 登録された形状とは異なってもその識別性を変更しない形状での標章の使用は、

標章の使用とみなされ、商標登録の取消又は登録簿98からの抹消の理由とはなら

ない（商標法152条152.2、商標規則803規則）。 

 

                                                 

   (e) 標章が登録された区分に属する1以上の商品又は役務に使用された場合は、当該

標章は、その区分の他のすべての商品又は役務についても、現実に使用している

とみなされ、登録商標の取消又は登録簿99からの抹消の理由とはならない（商標

法152条152.3、商標規則804規則）。

   (f) 国際登録の名義人に関連のある会社による標章の使用、若しくは国際登録の名

義人が役務の内容及び品質を管理している範囲における他の者による使用は、国

際登録の名義人のために使用としての法律上の効力を生じるものとし、当該標章

又はその登録の有効性に影響しない（商標法152条152.4、商標規則805規則）。た

だし、当該標章が公衆を誤認させるような方法で使用された場合はこの限りでな

い（同上）。 

   (g) 使用ができないことについての正当な理由は、商標所有者の意思に係わりなく

生じる状況によるものでなければならない（商標法152条152.1、商標規則802規

則(a)）。具体的には、政府の規制により課された販売禁止等明らかに登録人によ

 
96 実施規則 20 規則 1 項の記載。国際登録簿への登録は、フィリピンへの国際登録の領域指

定がされている範囲において、その内容がフィリピン国内登録簿への登録されている場合

と同一の効力を有する（実施規則 18 規則）ので、登録されている場合と同一の効力が失わ

れるという意味であると思われる。 
97 国内の場合には、一つの出願又は登録である。国際登録において、商品又は役務の事後

登録による追加をした場合には、国際登録番号は同じでも、別の国際登録の領域指定とし

て、当初の登録と事後指定について、それぞれ 3 年以内及び 5 年後から 1 年以内に現実の

使用の宣言を提出する必要があると考えられる。 
98 同上。 
99 同上。 

 63



る制御下にない場合に限られる（商標規則802規則(b)）。資金不足による標章の

不使用は、取消を免れない（商標法152条152.1、商標規則802規則(a)）。  

 

  2) 譲渡 

(a) 国際登録の領域指定は、当該標章を使用する事業の移転が行われるか否かを問

わず、譲渡又は移転することができる（商標法149条149.1）。譲渡及び移転は、

登録簿に記録されるまでは第三者に対して効力を有さないが、国際登録簿への登

録は、国内登録簿への登録の効力を有する（商標法149条149.5、実施規則18規則）

ので、国際登録簿に登録すれば、国内手続をすることなく、第三者に対抗できる

と考えられる。 

(b) 譲渡又は移転は、当該標章に係る商品又は役務の性質、出所、製造方法、特性

又はそれらのための適合性について公衆を誤認させる虞がある場合は、無効とす

る（商標法149条149.5）。  

 

3) 使用許諾（ライセンス） 

 (a) ライセンス契約は、記録されるまでは第三者に対して効力を生じない（商標法

150条150.2）。商標権者は、ライセンス契約の写しを、フィリピン知的財産庁に

提出し、フィリピン知的財産庁は、当該契約の内容を秘密に保つが、当該契約を

記録するとともに提出があったことを公示する。国際登録の領域指定については、

国際登録簿におけるライセンスの登録は、国内登録簿への記録と同一の効力を有

し、国際事務局による公告は、フィリピン知的財産庁による国内公告とみなされ

る（実施規則18規則）。 

 (b) 国際登録の領域指定についてライセンスが国際登録簿に登録された場合には、

国際事務局によるライセンスの登録日から2ヵ月以内にライセンス契約の写しを

直接フィリピン知的財産庁に提出しなければならない（実施規則18規則）。提出

されない場合は、国際登録簿におけるライセンスの記録は、フィリピンにおいて

効力を有しない（同上）。 

ライセンス契約の写しの提出には、フィリピン国内に事務所を有する代理人を

選任しなければならない100。 

 (c) 提出されるライセンス契約の写しは、次の条件を満たさなければならない（実

施規則18規則）。フィリピン知的財産庁はライセンス契約がフィリピン知的財産

                                                  
100 現地代理人が要求されるのは、暫定的拒絶の通報が送付された場合、登録後の使用証明

の提出の場合、登録されたライセンスの契約書を提出する場合とされている。WIPOホーム

ページ→IP Services→Madrid System for the International Registration of Marks→about 
Members→Information concerning National or Regional Procedures before IP Offices under 
the Madrid System→Philippines→Miscellaneous  
http://www.wipo.int/madrid/en/members/profiles/ph.html?part=misc。  
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法に適合しているかどうか審査し、適合している場合にはその旨の証明書を発行

する（同上）。証明書がない場合には、ライセンス契約は強制執行できない（同

上）。 

(i) ライセンス契約には、使用権者の商品又は役務の品質についてのライセンサー

による効果的な管理について定めなければならない（商標法150条150.1）。ラ

イセンス契約が品質の管理を定めず、又は品質管理が効果的になされていない

場合は、当該ライセンス契約は効力を有しない（同上）。 

(ii) ライセンス契約において禁止される条項（知的財産法87条） 

87.1 ライセンサーが指定する資本財、中間製品、原材料及びその他の技術を特

定の者から入手する義務又は特定の者が指定する従業員を雇用する義務を使

用権者に課す条項  

87.2 ライセンスに基づいて製造する物の販売価格又は再販売価格を定める権

利をライセンサーが留保することを定める条項  

87.3 商品生産の量及び構成に関する制限を含む条項  

87.4 非排他的ライセンス契約において、競合する技術の使用を禁止する条項  

87.5 ライセンサーに生産した商品の全部又は一部の購入オプションを与える

条項  

87.6 使用権者のライセンス対象製品に関する発明又は改良をライセンサーに

無償で移転することを義務づける条項  

87.7 使用しない特許・商標について実施料を支払うことを要求する条項  

87.8 使用権者が製品を輸出することを禁止する条項（排他的ライセンスが許諾

されている国に対するものを除く） 

87.9 使用権者の責に帰する理由によって解除される場合を除き、ライセンス契

約終了後にライセンス技術・商標の使用を制限する条項（商標については正

当な理由がない場合と考えられる。）  

87.10 特許その他の工業所有権の満了又は終了の後において実施料の支払を

要求する条項  

87.11 特許・商標の有効性について争わないことを要求する条項  

87.12 使用権者の研究開発活動を制限する条項  

87.13 ライセンサーが定める品質基準を損なわない限りにおいて、使用権者が

ライセンス技術・商標を変更することを妨げる条項（商標については、商標

の価値を損なわないことも変更を容認する条件となると考えられる。）  

87.14 ライセンサーの契約違反又はライセンスされた物若しくは技術の使

用を原因とする第三者の訴訟から生じる責任についてライセンサーを免

責する条項  
87.15 その他同等な効果を有する条項  
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(iii) ライセンス契約には、次の条項を含まなければならない（知的財産法88条）。  

88.1 準拠法はフィリピン法で、管轄裁判所は、使用権者が主たる事業所を有す

る地域を管轄する裁判所とする条項  

88.2 ライセンス契約の期間中、使用権者がライセンス技術の改良・商標の変更

を常に利用することができることとする条項  

88.3 仲裁について規定する場合は、フィリピン仲裁法の仲裁手続又は国際通商

法に関する国際連合委員会仲裁規則（UNCITRAL）若しくは国際商工会議所

（ICC）の調停及び仲裁の規則を適用するものとし、かつ、仲裁地はフィリピ

ン又は中立国とする条項  

88.4 ライセンス契約に基づく支払についてのフィリピンの税金をライセンサ

ーが負担することとする条項  

 

4) 取消 

(a) 標章の登録により損害を受け又は受けるであろうと考える者は、フィリピン知

的財産庁法律局に対して当該標章登録の取消の請求をすることができる（商標法

151条151.1）。 

(b) 登録取消の請求は、ただし、当該標章の登録日（国際登録の領域指定について

は保護の確定日101）から5年以内にしなければならない（商標法151条151.1(a)）。 

(c) 次の場合には、当該標章の登録日（国際登録の領域指定については保護の確定

日102）から5年以内の制限はなく、いつでも取消請求をすることができる（商標法

151条151.1(b)）。 

 (i) 当該登録商標が指定商品若しくは役務又はその一部について普通名称になっ

ているか、放棄されている場合 

(ｱ) 商品又は役務の一部について普通名称になっている場合は、当該一部の商

品又は役務についてのみ取消の請求をすることができる。 

(ｲ) 当該標章がある独特の商品又は役務の名称等として使用されているという

ことのみを理由としては、普通名称であるとはみなさない。 

(ｳ) 普通名称かどうかは、需要者が購入する場合ではなく、一般公衆が普通名

称と理解するかどうかが基準になる。  

(ii) 当該登録が詐欺等の不正により得られたか又は商標法の規定に反してなされ

た場合 

(iii) 権利者により又は権利者の同意のもとに当該登録商標が商品又は役務の出所

                                                  
101 フィリピン知的財産庁から国際事務局に保護認容声明が通報された日、暫定的拒絶の通

報が送付されたが当該暫定的拒絶の通報が撤回された日又は暫定的拒絶の通報が送付され

ることなく暫定的拒絶の通報の通報期間が終了した場合はその終了した日。実施規則 15 規

則(2)。 
102 同上。 
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を偽って表示するように使用されている場合 

(d) 権利者が正当な理由なくして3年以上継続してフィリピンにおいて当該標章を

使用しなかったか又はライセンスによりフィリピンにおいて使用させることをし

なかった場合は、当該標章の登録日（国際登録の領域指定については保護の確定

日103）から5年以内の制限はなく、いつでも取消請求をすることができる（商標法

151条151.1(c)）。  

(i) 標章の不使用は、その不使用が商標権者の意思にかかわりなく生じる状況によ

るものである場合は、取消を免れることができる（商標法152条152.1、商標規

則802規則(a)）。具体的には、政府の規制により課された販売禁止等明らかに権

利者による制御下にない場合に限られる（商標規則802規則(b)）。資金の不足に

よる標章の不使用は、取消を免れない（商標法152条152.1、商標規則802規則(a)）。  

(ii) 登録された形状とは異なってもその識別性を変更しない形状での標章の使用

は、正当な使用に該当し、標章の取消又は登録簿104からの抹消の理由とはなら

ない（商標法152条152.2、商標規則803規則）。 

    (iii) 標章が登録された区分に属する1以上の商品又は役務に使用された場合は、

当該標章は、その区分の他のすべての商品又は役務についても、使用している

とみなされ、標章の取消又は登録簿105からの抹消の理由とはならない（商標法

152条152.3、商標規則804規則）。 

    (iv) 国際登録の名義人に関連のある会社による標章の使用、若しくは国際登録の

名義人が役務の内容及び品質を管理している範囲における使用権者等の他の者

による使用は、国際登録の名義人のために法律上の使用の効力を生じるものと

し、当該使用は、当該標章又はその登録の有効性に影響しない（商標法152条

152.4、商標規則805規則）。ただし、当該標章が公衆を誤認させるような方法で

使用された場合はこの限りでない（同上）。 

(e) 標章の登録により損害を受ける又は受けたと考える者は、フィリピン知的財産

庁法律局に対してだけでなく、侵害訴訟を管轄する裁判所又は行政機関に対して

も取消の請求をすることができる侵害訴訟を管轄する裁判所又は行政機関は、(b)

から(d)に従って、当該標章の登録が取り消すことができるものであるか否かにつ

いて決定することができる（商標法151条151.2）。 

侵害訴訟が適切な裁判所又は行政機関に提起された場合は、他の裁判所又は行

                                                  
103 同上。 
104 国際登録の領域指定は国内登録簿には登録されないと考えられる（（７）①）が、国際

登録簿への登録は、フィリピンへの国際登録の領域指定がされている範囲において、その

内容がフィリピン国内登録簿への登録されている場合と同一の効力を有する（実施規則 18
規則）ので、国際登録簿の登録が国内登録簿に登録されている場合と同一の効力を有しな

くなるという意味で使用している。 
105 同上。 
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政機関は、その後になされた当該標章の取消の請求について審理することはでき

ない（商標法151条151.2）。ただし、取消請求がフィリピン知的財産庁法律局に

対して先に請求されている場合は、侵害訴訟の決定前に取消請求が解決していな

ければならないことにはならない（同上）。 

(f) 適用することができる限りにおいて、取消の請求の申立、通知及び審理の手続は、

異議手続（（９）1）から3)）と同一とする（商標法153条）。フィリピン知的財

産庁法律局は、取消の請求が立証されたと認める場合は、登録の取消を命じる（商

標法154条）。命令又は判決が確定した場合は、記録されている権利者又は利害関

係人に当該登録により与えられていた権利は取消され、消滅する（同上）。取消

の告示は、フィリピン知的財産庁の商標公報に掲載する（同上）。国際登録の領

域指定については、国際事務局に通知する（実施規則16条、共通規則19規則）。 

 
（９） 異議 

1) 標章の登録により自己の利益が害されると考える者は、商標公報への国際登録の領

域指定の公告の後30日以内に、フィリピン知的財産庁に対し、所定の手数料を納付

して当該出願に対する異議申立をすることができる（商標法134条）。 

2) 異議申立は、書面で行わなければならない。異議申立人又は事実を知るその代理人

が、異議申立の理由を述べ、かつ、依拠する事実について陳述することにより異議

申立について宣誓しなければならない（商標法134条）。異議申立において引用する

他国において登録された標章の登録証その他の立証資料の写は、それらが英語でな

い場合は英語による翻訳文を添えて異議申立とともに提出しなければならない（同

上）。正当な理由があり、かつ、所定の割増手数料を納付した場合は、法務局長は

異議申立書の提出期間を延長することができ、延長について当該出願人に通知する

（同上）。 

3) 異議申立書が提出された場合は、フィリピン知的財産庁は、国際登録の名義人にそ

の旨通知し、かつ、国際登録の名義人、異議申立人及び庁の記録の中にある当該出

願に係る標章について何らかの権利、所有権又は利益を有するその他の者全員に審

理の日を通知する（商標法135条）。 

4) 国際登録の領域指定については、異議申立があったときは、フィリピン知的財産庁

は、マドリッド協定議定書及び共通規則に従って、マドリッド協定議定書5条(2)(c)

に定める暫定的拒絶の通報の期限106内に、国際事務局に暫定的拒絶の通報を送付す

                                                  
106 フィリピンはマドリッド協定議定書 5 条(2)(c)の宣言をしているので、暫定的拒絶の通

報の期限は、国際登録の領域指定の通知日から 18 ヵ月以内又は当該期間内に 18 ヵ月の期

間満了後に異議申立の可能性がある旨通知されている場合には、異議申立期間開始から 7
ヵ月以内で、かつ異議申立期間満了後 1 ヵ月以内である。WIPOホームページ→IP 
Services→Madrid System for the International Registration of Marks→about 
Members→Declarations made by Contracting Parties of the Madrid System under the 
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る（実施規則11規則）。暫定的拒絶の通報は、国際事務局から国際登録の名義人に

送付される（共通規則17規則(4)）。 

暫定的拒絶の通報が送付された場合、国際登録の名義人には、国内出願の場合と

同一の救済が認められる（実施規則10規則、11規則最終文）。異議申立の場合には、

審理の日が通知される（商標法135条133.5）ので、答弁書を提出しなければならな

い107。国際登録の名義人は、答弁書提出のために、暫定的拒絶の通報日から2ヵ月の

期間を与えられ、当該2ヵ月の期間は、当該期間内に申請して所定の手数料を支払え

ば、更に2ヵ月延長される108。 

  国際登録の名義人が所定の期間内に応答しなかった場合は、国際登録の領域指定

は、当該期間の末日の翌日付で放棄されたものとみなされる109。 

異議申立についての決定は、フィリピン知的財産庁法務部が行い、法務部の決定

については、フィリピン知的財産庁長官への不服申立が可能である（実施規則13規

則2項）。 

フィリピン知的財産庁の異議に基づく暫定的拒絶の通報が国際事務局に送付され

た場合において、 フィリピン知的財産庁におけるすべての手続が終了し、国際登録

の領域指定の全部又は一部の保護が確定し、又は全部の保護の拒絶が確定した場合

には、フィリピン知的財産庁は、その旨国際事務局に通知する（実施規則 13 規則 1

項、2 項、共通規則 18 規則の 3(2)、(3)）。当該通知は、国際事務局から、国際登録

の名義人に通知される（共通規則 18 規則の 3(5)）。 

 

（１０） 上訴 
1)  審査官は、暫定的拒絶の通報に対する国際登録の名義人の応答を受けた後、最初

の又はその後の再審査又は再審理に基づいて、国際登録の領域指定の保護の拒絶が

確定した旨を言い渡すことができる（商標規則613規則）。国際登録の名義人は、当

該審査官の登録付与の最終拒絶について、フィリピン知的財産庁商標局局長に不服

申立をすることができる（商標規則1102規則）。審査官による同一の理由に基づく2

回目の不利な決定については、国際登録の名義人は、不服申立の適用上、これを最

終的なものとみなすことができる（同上）。 

   (a) 不服申立は、不服申立の対象である処分の郵送日から2月以内に、申請書正副2

                                                                                                                                                  
Agreement、 the Protocol and the Common Regulations 
http://www.wipo.int/madrid/en/madridgazette/remarks/declarations.html 
107 暫定的拒絶の通報のサンプル参照。 
WIPO ホームページ→IP Services→Madrid System for the International Registration of 
Marks→about Members→Information concerning National or Regional Procedures before 
IP Offices under the Madrid System→Philippines→As Designated Office 
http://www.wipo.int/madrid/en/members/profiles/ph.html?part=designated 
108 同上。 
109 同上。 
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通又は不服申立書のうち該当するものを提出し、かつ、所定の手数料を納付して

提起しなければならず、不服申立を提起する種々の理由を明記し、かつ、不服申

立人又は不服申立の対象である処分に係る手続の記録上の代理人が署名しなけれ

ばならない（商標規則1104規則）。不服申立の期間は、如何なる場合も、不服申立

の対象である処分の郵送日から最長4月を超えないものとする（同上）。 

   (b) 不服申立人は、不服申立の日から2ヵ月の期間内（延長は認められない）に、そ

の不服申立を維持するための論拠並びに主張を記載した書面を提出しなければな

らない（商標規則1105規則）。期間内に当該書面を提出しないときは、不服申立

は却下される（同上）。 

   (c) 審査官は、不服申立人の不服申立にかかる書面に対する審査官の答弁書の提出

を指示する局長の命令から2ヵ月以内に、答弁書を提出しなければならない（商標

規則1106規則）。審査官は、当該答弁書の写しを不服申立人に送達する（同上）。 

   (d) 不服申立人は、審査官の答弁書の写しを受領した日から1ヵ月以内に、その答弁

書で提起された新たな事項のみについての応答のための書面を提出することがで

きる（商標規則1107規則）。 

2) フィリピン知的財産庁商標局長の決定又は命令は、不服申立人がその写しを受領

した日から15日後に確定する（商標規則1108規則）。ただし、当該期間内に商標局

長に再審理申立、又はフィリピン知的財産庁長官に不服申立をすることができる（同

上）。商標局長の決定又は命令についての再審理申立110は、1回のみ認められる（同

上）。不服申立てには、不服申立書の提出及び所定の手数料の納付が必要である（同

上）。 

(a) 不服申立人は、不服申立書提出日から1ヵ月以内に、自己がその不服申立を維持

するために依拠する論拠及び主張を記載した書面を提出しなければならない。許

可された期間内に当該書面を提出しなかったときは、不服申立は却下される（商

標規則1109規則）。  

(b) 商標局長は、フィリピン知的財産庁長官の求めがある場合は、不服申立人の不

服申立の書面について1ヵ月以内に自己の見解を提出しなければならない（商標規

則1110条）。  

3) フィリピン知的財産庁長官の決定については上訴裁判所に上訴することができる

（商標規則1111条）。上訴については、地方裁判所の決定についての上訴に適用さ

れる裁判所規則に基づいて行う。フィリピン知的財産庁長官の決定は、上訴裁判所

への上訴が遂行されない限り確定する（商標規則1111条）。フィリピン知的財産庁

長官の決定又は命令についての再審理申立は、認められない（同上）。  

 

                                                  
110 再審理の申立に手数料が必要かどうか及び再審理の申立の方法等についての記載はな

い。 
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（１１） 権利行使 
 ① 権利の発生時期、条件 

1) 標章に係る権利は、商標法の規定に従って登録によって取得される（商標法122条）。

したがって、商標権は登録によって発生する（商標法147条147.1）。 

国際登録の領域指定については、暫定的拒絶の通報がフィリピン知的財産庁から国

際事務局に暫定的拒絶の通報の通報期間内に送付されなかった場合、暫定的拒絶の通

報が送付されたが当該暫定的拒絶の通報がその後撤回された場合又はフィリピン知的

財産庁から保護認容声明が送付された場合には、フィリピン知的財産庁によって直接

国際登録日に国内登録簿に登録されていた場合と同一の効力を有する（実施規則15条

(1)）。 

2) 商標保護の範囲 

(a) 登録された標章の権利者は、その同意を得ていないすべての第三者が、当該登録

された商標に係る商品又は役務と同一又は類似の商品又は役務について同一又は

類似の標章又は容器を商業上使用することの結果として混同を生じさせる虞があ

る場合は、その使用を防止する排他的権利を有する（商標法147条147.1、商標規

則800規則(a)）。 

同一の商品又は役務について同一の標章を使用する場合は、混同を生じさせる虞

があるものと推定される（同上）。 

(b) フィリピンの権限ある当局により国際登録の名義人以外の者の標章として国際

的に及びフィリピンにおいて広く認識されていると認められた標章で、かつ、フ

ィリピンにおいて登録されている標章の権利者の排他的権利は、当該登録された

標章に係る商品及び役務と類似していない商品及び役務にも及ぶものとする。た

だし、当該標章の使用が、当該非類似の商品又は役務と当該登録商標権者との間

の関連性を示唆し、かつ、当該商標権者の利益が害される場合に限る（商標法147

条147.2、商標規則800規則(b)）。 

(c) 商標権者は、第三者が善意で自己の氏名、住所若しくは居所、筆名、若しくは地

理的名称、又は自己の商品若しくはサ－ビスの種類、質、量、用途、価格、原産

地、若しくは製造若しくは提供の時期に関する正確な表示を使用することを防止

する権利は与えられない。ただし、その使用は、単なる特定又は情報のための使

用に限られ、かつ、当該商品又は役務の出所について公衆を誤認させることがな

いものであることを条件とする（商標法148条、商標規則808規則）。  

(d) 登録商標は、その出願日111又は優先日の前に善意で自己の営業又は事業において

当該標章を使用していた者に対しては効力を生じない。ただし、当該使用者の権利

は、当該標章が使用されている営業若しくは事業又はその一部と共にする場合を除

くほか、移転又は譲渡することができない（商標法159条159.1）。  
                                                  
111 国際登録の領域指定の場合は、国際登録日又は事後指定日。実施規則 15 条(1) 
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 ② 侵害訴訟の提起（差止請求・損害賠償） 

1) 登録商標の権利者の承諾を得ないで次の行為をした場合は商標権の侵害となる（商

標法155条）。商品の販売が行われたか否かを問わない（商標法155条155.2）。 

(a) 登録商標、同一容器又は標章の主要な特徴の複製、模造、模倣若しくは紛らわ

しい模倣の商業上の使用であって、商品又は役務の販売又は提供、販売又は提供

の申出、頒布、宣伝その他商品又は役務の販売を行うために必要な準備段階にお

けるもの又は、誤認混同を生じさせ又は欺瞞するようなもの（商標法155条155.1） 

(b) 登録商標又はその主要な特徴を複製し、模造し、模倣し又は紛らわしく模倣し、

かつ、商業上、商品又は役務の販売、販売の申出、頒布又は宣伝に使用するため

の貼紙、標識、印刷物、包装用容器、包装紙、貯蔵用容器又は宣伝に、そのよう

な複製、模造、模倣又は紛らわしい模倣を、誤認混同を生じさせ又は欺瞞するよ

うに適用すること（商標法155条155.2）。 

2) 商標権者は、その権利を侵害した者に損害を賠償させることができる（商標法156

条156.1）。 

(a) 賠償額は、侵害者が商標権を侵害しなかったならば商標権者が得たであろう合

理的な利益又は侵害者が侵害によって実際に得た利益の何れかとする（商標法156

条156.1）。 

(b) 賠償額が、適切な確かさをもって容易には確定することができない場合は、裁

判所は、損害賠償として、侵害者の総売上高又は当該商標若しくは商号が使用さ

れた営業の価値に基づく適切な割合を裁定することができる（商標法156条156.1）。  

(c) 公衆を誤認させ又は商標を詐取する故意が立証された場合は、裁判所は、裁量

により、損害賠償額を2倍にすることができる（商標法156条156.3）。 

(d) 裁判所は、商標権者の請求に基づき、訴訟において、販売送状その他の販売の

証拠となる文書を押収することができる（商標法155条155.2）。  

(e) 商標権者は、模倣物が混同を生じさせ、錯誤を生じさせ又は欺瞞する虞がある

ことを商標権侵害者が知って当該行為を行っている場合を除き、利益を取り戻し

又は損害を賠償させる権利を有さない（商標法158条）。 

商標権者が標章とともに「登録商標」の語若しくは円で囲ったRの文字を表示す

ることにより当該標章が登録されていることを告知している場合、又は侵害者が

その他実際の告知を受けていた場合は、その虞があることを侵害者が知っていた

ものと推定する（同上）。  

(f) 他人のために標章その他の侵害物品を印刷する業務にのみ携わる侵害者が悪意

のない侵害者である場合は、商標権者は、その侵害者に対しては、その後の印刷

に対する差止の権利のみを有する（商標法159条159.2）。 

(g) 侵害が新聞、雑誌その他の定期刊行物又は電子的通信における代金が支払済の
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既払の宣伝又はその一部に係る場合は、当該新聞、雑誌その他の定期刊行物又は

電子的通信の発行者又は販売者に対する商標権者の救済は、当該新聞、雑誌その

他の定期刊行物のその後の発行又は当該電子的通信のその後の伝達におけるその

ような宣伝の提示に対する差止に制限される（商標法159条159.3）。悪意のない

侵害者に対してのみ適用する（同上）。 

ただし、侵害事項を含む新聞、雑誌その他の定期刊行物の発行又は電子的通信

の頒布を中止させることが、差止め若しくは中止の命令の発出を妨げ若しくは遅

延させるための方策としてではなく、健全な商業慣行に従って慣習的に行われる

当該号の引渡又は当該電子的通信の伝達を遅延させることになる場合は、商標権

者は、差止による救済を利用することができない（同上）。 

3) 原告は、適切な立証をすることにより、侵害の差止も認められることができる（商

標法155条155.4）。  

4) 裁判所は、侵害訴訟において、登録商標の権利者の権利の侵害が立証された場合は、

如何なる補償もすることなく、侵害品を権利者に対して損害が生じることがない方

法で流通径路の外に置くか又は破棄することを命じることができる（商標法157条

157.1）。 

さらに、被告の所有する当該登録商標若しくは登録商号若しくはそれらの複製、

模造、模倣若しくは紛らわしい模倣を付した貼紙、標章、印刷物、包装用容器、包

装紙、貯蔵用容器若しくは宣伝、又はそれらを製造するための図版、鋳型、母型そ

の他の器具は、没収され、かつ、破棄される（同上）。  

模造商品については、規則において当該模造商品を流通径路に置くことを認める

特別の場合を除き、貼付された当該商標を単に除去するのみでは十分ではない（商

標法157条157.2）。  

5) フィリピンにおいて事業に携わっていない外国の自然人又は法人は、フィリピンに

おいて事業をするための許可を与えられているか否かに拘らず、異議申立、取消、

侵害、不正競争、又は原産地の虚偽表示及び虚偽説明について、民事訴訟又は行政

訴訟を提起することができる（商標法160条）。  

6) 商標権侵害により有罪とされた者は、法による民事上及び行政上の制裁とは別に、

2年以上5年以下の懲役及び5万ペソ以上20万ペソ以下の罰金に処する（商標170条）。 

 
（１２） 議定書に基づく国際登録に特有な制度の取扱い 

1) セントラルアタック等により国内出願に変更した際の取扱い 

(a) 国際登録が、本国官庁からの請求により指定商品及び役務の全部又は一部につ

いて取り消された場合は、当該国際登録の名義人は、当該国際登録の取消の日か

ら3月以内に、フィリピン知的財産庁に同一商標を国際登録の指定商品及び役務に

ついて商標出願（以下「転換出願」という。）することができる（実施規則22規
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則1項(a)）。転換出願については、実施規則に特別の規定があるものを除き、通常

の国内出願の規定が準用される（実施規則22規則1項(b)）。 

(b) 転換出願は所定の様式で行い、次の記載を含まなければならない（実施規則22

規則2項(a)）。また、1区分につき2181.60フィリピン・ペソ112の転換出願の手数

料を支払わなければならない（実施規則22規則2項(b)）。 

 (i) 転換出願であることの声明 

 (ii) 取り消された国際登録の国際登録番号 

 (iii) 場合に応じて、国際登録日又は事後指定の場合は事後指定日 

 (iv) 国際登録が取り消された日 

 (v) 必要に応じて、国際登録出願において主張され国際登録簿に記録された優先

日  

   (c) 国際登録が取り消された日以前においてフィリピンで保護されていた場合には、

転換出願の要件が満たされている場合には、改めて実体審査をすることなく、フ

ィリピン知的財産庁は、当該商標を登録する113（実施規則 22 規則 3 項(a)）。登

録日は、場合に応じて国際登録日又は事後指定の場合は事後指定日とし、取り消

された国際登録の優先日を承継する（同上）。 

   (d) 国際登録が取り消された日以前においてフィリピンにおいていまだ保護されて

いない場合には、転換出願の実際の出願日までの間に国際登録の領域指定につい

て行われた手続や処分は転換出願についてなされたものとみなされる114（実施規

則 22 規則 3 項(b)）。転換出願の出願日は、場合に応じて国際登録日又は事後指定

の場合は事後指定日とする（同上）。 

 

2) 代替の取扱い 

(a) 次の場合には、国際登録の名義人は、フィリピン知的財産庁に、国内登録簿に

国際登録を注記するよう請求することができる115（実施規則21規則1項(a)） 

(i) フィリピンで登録された商標と同一の商標が国際登録の対象であり、フィ  

リピンに国際登録の領域指定がなされている。 

(ii) 同一人がフィリピンの国内登録の名義人であり、かつ国際登録の名義人であ

                                                  
112 WIPOホームページ→IP Services→Madrid System for the International Registration of 
Marks→about Members→Information concerning National or Regional Procedures before 
IP Offices under the Madrid System→Philippines→Miscellaneous  
http://www.wipo.int/madrid/en/members/profiles/ph.html?part=misc。 
113 同上。 
114 WIPOホームページ→IP Services→Madrid System for the International Registration of 
Marks→about Members→Information concerning National or Regional Procedures before 
IP Offices under the Madrid System→Philippines→Miscellaneous  
http://www.wipo.int/madrid/en/members/profiles/ph.html?part=misc。 
115 同上。 
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る。 

(iii) フィリピン国内登録の全ての指定商品及び役務が、国際登録の領域指定で指

定されている。 

(iv) 国際登録の領域指定の保護が、フィリピン国内登録の登録日より後に効力を

生じたこと 

   (b) フィリピン知的財産庁への代替の申請は、所定の様式により、1 申請あたり 606

フィリピン・ペソの手数料116を支払わなければならない（実施規則 21 規則 1 項(b)）。 

   (c) 代替は、先の国内登録により獲得された権利に影響しない117（実施規則 21 規則

1 項(c)）。 

   (d) フィリピン知的財産庁が代替を記録した場合には、国際事務局に、次の事項を

含め、その旨通知する（実施規則 21 規則 2 項）。 

    (i) 国際登録番号 

    (ii) 国際登録の指定商品及び役務の一部のみが代替する場合は、その指定商品及

び役務 

    (iii) フィリピン国内の商標登録の出願日及び出願番号 

    (iv) フィリピン国内の商標登録の登録日及び登録番号 

    (v) 存在する場合、フィリピン国内登録における優先日 

 

  3) 使用許諾（ライセンス） 

 (a) ライセンス契約は、記録されるまでは第三者に対して効力を生じない（商標法

150条150.2）。商標権者は、ライセンス契約を、フィリピン知的財産庁に提出す

る（同上）。フィリピン知的財産庁は、当該契約の内容を秘密に保つが、当該契

約を記録するとともに提出があったことを公示する（同上）。国際登録の領域指

定については、国際登録簿におけるライセンス契約の登録は、国内登録簿への記

録と同一の効力を有し、国際事務局による公告は、フィリピン知的財産庁による

国内公告とみなされる（実施規則18規則）。 

 (b) 国際登録の領域指定についてライセンスが国際登録簿に登録された場合には、

国際事務局によるライセンスの登録日から2ヵ月以内にライセンス契約の写しを

直接フィリピン知的財産庁に提出しなければならない（実施規則18規則）。提出

されない場合は、国際登録簿におけるライセンスの記録は、フィリピンにおいて

効力を有しない（同上）。 

ライセンス契約の写しの提出には、フィリピン国内に事務所を有する代理人を

選任しなければならない118。 

                                                  
116 同上。 
117 同上。 
118 現地代理人が要求されるのは、暫定的拒絶の通報が送付された場合、登録後の使用証明

 75



(c) 提出されるライセンス契約は、次の条件を満たさなければならない（実施規則

18規則）。フィリピン知的財産庁はライセンス契約がフィリピン知的財産法に適

合しているかどうか審査し、適合している場合にはその旨の証明書を発行する（同

上）。証明書がない場合には、ライセンス契約は強制執行できない（同上）。 

(i) ライセンス契約には、使用権者の商品又は役務の品質についてのライセンサー

による効果的な管理について定めなければならない（商標法150条150.1）。ラ

イセンス契約が品質の管理を定めず、又は品質管理が効果的になされていない

場合は、当該ライセンス契約は効力を有しない（同上）。 

(ii) ライセンス契約において禁止される条項（知的財産法87条） 

87.1 ライセンサーが指定する資本財、中間製品、原材料及びその他の技術を特

定の者から入手する義務又は特定の者が指定する従業員を雇用する義務を使

用権者に課す条項  

87.2 ライセンスに基づいて製造する物の販売価格又は再販売価格を定める権

利をライセンサーが留保することを定める条項  

87.3 使用権者の商品の生産の量及び構成に関する制限を含む条項  

87.4 非排他的ライセンス契約において、競合する技術の使用を禁止する条項  

87.5 ライセンサーに使用権者が生産した商品の全部又は一部の購入オプショ

ンを与える条項  

87.6 使用権者のライセンス対象製品に関する発明又は改良をライセンサーに

無償で移転することを義務づける条項  

87.7 使用しない特許・商標について実施料を支払うことを要求する条項  

87.8 使用権者が製品を輸出することを禁止する条項（排他的ライセンスが許諾

されている国に対するものを除く） 

87.9 使用権者の責に帰する理由によって解除される場合を除き、ライセンス契

約終了後にライセンス技術・商標の使用を制限する条項（商標については正

当な理由がない場合と考えられる。）  

87.10 特許その他の工業所有権の満了又は終了の後において実施料の支払を

要求する条項  

87.11 特許・商標の有効性について争わないことを要求する条項  

87.12 使用権者の研究開発活動を制限する条項  

87.13 ライセンサーが定める品質基準を損なわない限りにおいて、使用権者が

ライセンス技術・商標を変更することを妨げる条項（商標については、商標

                                                                                                                                                  
の提出の場合、登録されたライセンスの契約書を提出する場合とされている。WIPOホーム

ページ→IP Services→Madrid System for the International Registration of Marks→about 
Members→Information concerning National or Regional Procedures before IP Offices under 
the Madrid System→Philippines→Miscellaneous  
http://www.wipo.int/madrid/en/members/profiles/ph.html?part=misc。  
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の価値を損なわないことも変更を容認する条件となると考えられる。）  

87.14 ライセンサーの契約違反又はライセンスされた物若しくは技術の使

用により提起される第三者の訴訟から生じる責任についてライセンサー

を免責する条項  
87.15 その他同等な効果を有する条項  

(iii) ライセンス契約には、次の条項を含まなければならない（知的財産法88条）。  

88.1 準拠法はフィリピン法で、管轄裁判所は、使用権者が主たる事業所を有す

る地域を管轄する裁判所とする条項  

88.2 ライセンス契約の期間中、使用権者がライセンス技術の改良・商標の変更

を常に利用することができることとする条項  

88.3 仲裁について規定する場合は、フィリピン仲裁法の仲裁手続又は国際通商

法に関する国際連合委員会仲裁規則（UNCITRAL）若しくは国際商工会議所

（ICC）の調停及び仲裁の規則を適用するものとし、かつ、仲裁地はフィリピ

ン又は中立国とする条項  

88.4 ライセンス契約に基づく支払についてのフィリピンの税金をライセンサ

ーが負担することとする条項  

 

（１３） 議定書に関する宣言 
フィリピンは、次の宣言を行なっている119。 

1) 暫定的拒絶の通報の送付期間を、国際事務局から国際登録の領域指定の通知を受領

した日から 18 ヵ月に延長するマドリッド協定議定書 5 条(2)(b)の宣言 

2) 18 ヵ月の期間経過後に異議に基づく暫定的拒絶の通報が行なわれる可能性がある

ことを通報できるマドリッド協定議定書 5 条(2)(c)の宣言 

3) 個別手数料を賦課するマドリッド協定議定書 8 条(7)(a)の宣言 

4) フィリピンの議定書発効以前の国際登録に基づくフィリピンの事後指定を認めな

いマドリッド協定議定書 14 条(5)の宣言 

 

（１４） フィリピンに特徴的な制度 
1) 使用証明の提出（（８） 登録後の注意事項 1)使用証明 参照）  

(a) 国際登録の名義人は、国際登録日から3年以内に、当該標章の現実の使用を宣言

する書面をその証拠を添付して、フィリピン知的財産庁に直接提出しなければな

らない（商標法124条124.2、実施規則20規則1項）。 

   (b) 国際登録の名義人は、国際登録日または国際登録の更新日の5年後の日から1年
                                                  
119 WIPOホームページ→IP Services→Madrid System for the International Registration of 
Marks→about Members→Declarations made by Contracting Parties of the Madrid System 
under the Agreement、 the Protocol and the Common Regulations 
http://www.wipo.int/madrid/en/madridgazette/remarks/declarations.html 
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以内に、商標規則120に従い、現実の使用の宣言とその証明、又は使用ができない

ことについての正当な理由を示さなければならない（商標法145条、実施規則20

規則2項）。 

   (c) (a)及び(b)いずれの場合においても、提出しなかった場合は、フィリピン知的財

産庁は、当該国際登録の領域指定の保護を拒絶し又は当該標章を登録簿から削除
121し、国際事務局にその旨通知する（商標法124条124.2、実施規則20規則1項、

共通規則18規則の3(4)）。 

                                                 

 

2) ディスクレーム制度（（３）方式要件 (12) ディスクレーム制度 参照） 

審査において、フィリピン知的財産庁は、普通名称、複合商標における説明的事

項及び商標、サービスマーク又は商号として機能しない事項等の登録することがで

きない要素を含む標章であって、その要素が含まれていなければ登録することがで

きるものについて、出願人に対して当該要素を放棄（ディスクレーム）することを

許可し又は要求することができる（商標法126条、商標規則608規則1項）。 

ただし、フィリピン知的財産庁からの処分通知に応答しない場合には、審査官の

決定が確定し、当該登録不能の事項について権利の部分放棄がなされる（商標規則

608 規則 3 項）。 

 

 
 
 

 
120 商標規則 801 規則から 805 規則等 
121 実施規則 20 規則 1 項の記載。国際登録簿への登録は、フィリピンへの国際登録の領域

指定がされている範囲において、その内容がフィリピン国内登録簿への登録されている場

合と同一の効力を有する（実施規則 18 規則）ので、登録されている場合と同一の効力が失

われるという意味であると思われる。 
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（１５）フィリピン知的財産庁ウェブサイト等から入手可能な情報 
①フィリピン商標検索システム 

参照アドレス：http://www.ipophil.gov.ph/ 

検索手順： 

 

 

 手順 1： 

 フィリピン知的財産庁（英

語版）のトップページ  

  

 最下部の「TM Search」を

クリック  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
手順 2：  
検索語入力欄のページ   

 ｢Search Option｣のプルダウ

ンメニューから検索キーを選

択。 
 

 ①Trademark:商標 
②Nice Class:ニース分類  
③Applicant/Registrant: 

 
出願人/登録者 

 ④Application Number: 
出願番号 等の入力が可能 

 
 ここでは、商標に「invention」

を入力した後、「Search」を

クリック 
 

  
 左下には、検索のヒントが示

されている。 
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手順 3： 
検索結果リスト画面 
 
左下に、ヒット数ととも

に、以下の項目が表示され

る。 
・出願番号 
・商標 
・出願人/登録者 
・ステータス 
・分類 
・商標イメージ 等 
 
「Print Search Result」を

クリックすると、全てのリ

ストが出力。 
 
詳細は、各商標の「PDF」
をクリック 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
手順 4： 
検索結果－詳細画面 
 
以下の項目が表示される。
 
・Mark:商標 
・Application No.:出願番号

・Filling Date:出願日 
・Basis of Registration: 
登録の基礎情報 

・Status:ステータス 
・Manner of Use:使用方法

・Applicant/Registrant: 
出願人/登録者 

・Country:住所 
・Goods/Services: 
区分、指定商品・役務名

など 
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②フィリピンにおいて有効な指定商品・役務名を確認するサイト 

参照アドレス：http://www.ipophil.gov.ph/ 

検索手順： 

 

手順 1： 
フィリピン知的財産庁の

トップページ 
 
左端メニューの 
「Trademark」にカーソル

をあてる 

手順 2： 
「Trademark」の詳細メニ

ューが表示 
 
上から２番目の 
「Classification of Goods 
and Services」をクリック
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手順 3： 
「Nice Classification」の

ページ 
 
ニース分類の全ての項目

が一覧表示 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→ 
https://trademarks.ipophil
.gov.ph/tmonline/nmain.h
tm 
→ 「All Classes」をク

リックすると、左図のよ

うに表示される。 

追記： 
「Nice Classification」の

別の表示もあるが、内容

は手順 3 と同様。 
 
アドレスは、以下。 
http://trademarks.ipophil.
gov.ph/tmonline 
→ 右端の「Nice 
Classification 9 th 
Edition」をクリック 
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